
1

研修会開催まで、しばらくお待ちください

https://hirakukai.jimdo.com

研修レジュメは研修サイトにあります

パスワード hiraku88

https://hirakukai.jimdo.com/



｢税理⼠の無償独占と社会公共的使命｣

2

2024年4⽉20⽇拓く塾研修会
元東京税理⼠会会⻑ ⻄村新先⽣



西村 新先生略歴

3

1952年 高知県生まれ
1975年 明治大学経営学部卒
1982年 税理士試験合格
1983年 税理士登録
江戸川南支部長、東京税理士会理事・常務理事・副会長、
日本税理士会連合会理事・常務理事を歴任
2016年 東京税理士会会長、日本税理士会連合会副会長



4

１ 税理士の使命

２ 無償独占

３．社会公共的使命

目次



5

税理士法 第１条（税理士の使命）
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、
納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを
使命とする。

国が税理士制度を設けている目的は、人格及び能力について、ともに適切な者が納税義務者の代理等
の業務に従事し、納税義務者の信頼に応えて、法律に定められた納税義務が正しく履行され得るように
努めることにより、申告納税税制度の円滑、かつ、適正な運営に資することにある。

税理士法は税理士業務が、このような社会的公共的な性格を有するものであることを前提として、
税理士業務を税理士のみが営める独占的業務とすることにより、税理士に対し、職業上の特権を与え、
同時に、これに伴う義務を課することとしている。

税理士には納税義務者の委嘱を受けてその業務を行うに際しては、納税義務者あるいは税務当局の
いずれにも偏しない独立した公正な立場を堅持すべきことが特に要求されている。

１．税理士の使命
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税理士法 第５２条（税理士業務の制限）
税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、
税理士業務を行ってはならない。
別段の定め

① 臨時の税務書類の作成（法５０条）
② 通知弁護士等が行う税理士業務（法５１条）

弁護士法 第３条
１ 略
２ 弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。

③ 行政書士が行う税務書類の作成（法５１条の２）

税理士法 第２条（税理士の業務）
税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。

一 税務代理（略）
二 税務署類の作成（略）
三 税務相談（略）

２．無償独占
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基本通達 ５２－１（税理士でないものが多数の法人等の使用人の地位を占めている場合）
税理士でない者が、相当多数の法人又は個人の使用人の地位を占め、法第２条第１項各号に
掲げる事務を反復継続して行っている場合においては、その者が真に納税者の使用人であるかどうかを
判定し、実際は納税者の使用人ではないが、法を免れるために名目上納税者の使用人として
当該事務を行っていると認められる場合は、法第５２条に抵触するものとして取り扱うこととする。

法５２条が税理士業務の無償独占といわれる規定であり、無償であったとしても税理士以外の者は
税理士業務を行うことができず、税務代理・税務申告に関して助言等をしてはいけない。

２．無償独占
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弁護士法 第７２条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、～ 、その他の法律事務を取り扱い、
又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。

公認会計士法 第４７条の２
公認会計士又は監査法人でない者は、法律の定めがある場合を除くほか、他人の求めに応じ報酬を得て
第２条第１項に規定する業務を営んではならない。

社会保険労務士法 第２７条
社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、
第２条第１項第１号から第２号までに掲げる事務を業として行ってはならない。

司法書士法 第７３条
司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者（協会を除く。）は、第３条第１項第１号から
第５号までに規定する業務を行ってはならない。

行政書士法 第１９条
行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第１条の２に規定する業務を行うことができない。

２．無償独占
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税理士法 第５０条（臨時の税務書類の作成等）
国税局長（地方税については、地方公共団体の長）は、租税の申告時期において、又はその管轄区域

内に災害があった場合その他特別の必要がある場合においては、申告者等の便宜を図るため、税理士
又は税理士法人以外の者に対し、その申請により、２月以内に期限を限り、かつ、租税を指定して、
無報酬で申告書等の作成及びこれに関連する課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずる
ことを許可することができる。ただし、その許可を受けることができる者は、地方公共団体の職員及び
公益社団法人又は公益財団法人その他政令で定める法人その他の団体の役員又は職員に
限るものとする。

税理士法施行令 第１４条
法第５０条第１項ただし書に規定する政令で定める法人その他の団体は、農業協同組合、

漁業協同組合、事業協同組合及び商工会とする。

３．社会公共的使命
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申告時期等、税務事務が一時的に集中することにより、
本来、人数の制限されている税理士が平素に比して一層不足することになるような場合に、
納税者、殊に零細納税者に対するサービスが不足することを防止する等の観点から、
税理士以外の者に、しかも非営利的な立場で税理士業務を限定的に行うことを認める趣旨であり、
租税の税目の指定は、原則として申告所得税及び個人事業者の消費税に限定する。

また、許可を受けた者については、税理士法上の書類を作成したときの
署名押印の義務（法３３条２項、４項）、脱税相談等の禁止（法３６条）、秘密を守る義務（法３８条）が
準用されることとされている。

３．社会公共的使命
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憲法 第３０条
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。

税理士法 第４９条の２（税理士会の会則）
１ 略
２ 税理士会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
一～八 略
九 委嘱者の経済的理由により無償又は著しく低い報酬で行う税理士業務に関する規定
十～十二 略

税理士法 第３９条（会則を守る義務）
税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会の会則を守らなければならない。

３．社会公共的使命
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日税連会則 第６０条（会則等の遵守）
税理士会の会員は、税理士に関する法令、本会の会則及び税理士会の会則、規則等を

遵守しなければならない。

日税連会則 第６６条（税務支援の実施）
税理士会は、本会の定めるところにより、次の各号に掲げる税務支援を実施しなければならない。
（１） 税務援助（小規模納税者に対する税務支援をいう。）
（２） 税務指導（前号以外の者で本会が指導を必要と認める納税者に対する税務支援をいう。）

２ 略
３ 税理士会の会員は、本会及び所属する税理士会が実施する税務支援に

従事しなければならない。
４ 税理士会の会員は、所属する税理士会から前項の従事の要請があった場合は、

病気療養その他正当な理由なくこれを拒むことはできない。

３．社会公共的使命
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東京会会則 第４０条（会則等の遵守）
会員は、税理士に関する法令、連合会の会則並びに本会の会則及び規則等を
遵守しなければならない。

東京会会則 第６３条（税務支援）
本会は、連合会の会則に規定に従い、次の各号に掲げる税務支援を実施する。
１． 税務援助（小規模納税者に対する税務支援をいう。）
２． 税務指導（前号以外の者で本会が指導を必要と認める者に対する税務支援をいう。）

２ 略
３ 会員は、本会及び連合会が実施する税務支援に従事しなければならない。
４ 会員は、本会から前項の従事の要請があったときは、病気療養その他

正当な理由なくこれを拒むことはできない。

３．社会公共的使命
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国民の三大義務である教育、勤労、納税のうち納税義務は我が国の貴重な歳入の根幹をなすと
ともに、憲法は厳格な租税法律主義を規定している。

この租税法律主義に立脚した納税義務の正しい履行を規定する憲法の思想を受け、
税理士の使命は税理士法第１条で規定され、税理士業務が憲法に定める国民の義務の
履行にかかわる租税を扱う点において、まさに社会公共的使命そのものであり、
当然のことながら税理士に対し崇高な使命を要求している。

税理士が申告納税制度のもと、納税義務者の納税義務を適正に実現することによって、
税理士制度は国民の絶大な信頼を得ることとなる。

３．社会公共的使命
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国民の中には、納税義務が発生しながらも、税理士報酬を支払う資力に乏しい経済的弱者も
存在する。この経済的理由を有する納税者に対処するため、税理士法第４９条の２第２項第９号
に会則の絶対的記載事項として社会公共性に立脚した施策である税務援助事業が規定された。

さらに、年金受給者の申告等の増加、消費税の免税事業者の課税売上高の引き下げによる
課税事業者の増加や還付申告者への対応等、国民の置かれた時代背景に基づき
税理士の自主的な施策である社会貢献としての税務指導事業を規定した。

税理士は、税理士業務が社会公共的な性格を有することを自覚し、それゆえに税務支援制度の
義務化が存在することを理解しなければならない。

３．社会公共的使命


